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１．最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善

最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進

１

最低賃金制度の適切な運営

◆ 兵庫県最低賃金の推移 – 令和６年は51円の引上げ（過去最大、目安額(50円)＋１円）

過去５年間の地域別最低賃金の推移

年度 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

最低賃金額 引上額 最低賃金額 引上額 最低賃金額 引上額 最低賃金額 引上額 最低賃金額 引上額

兵庫県最低賃金 900円 １円 928円 28円 960円 32円 1,001円 41円 1,052円 51円

全国加重平均額 902円 １円 930円 28円 961円 31円 1,004円 43円 1,055円 51円

昨年を上回る今年の賃上げの流れ、生活必需品を含む消費者物価の高騰等から、過去最大の引き上げ額50円という目安が中央最

低賃金審議会から提示。兵庫地方最低賃金審議会においては、８月５日に目安額＋１円の51円引上げとなる時間額1,052円で答

申が出され、８月30日に官報公示の上、10月１日に発効。

◆ 改正された最低賃金の周知等

〇 兵庫県最低賃金のポスター・リーフレット、業務改善助成金リー

フレットについては、各関係団体や事業者約3,400団体等に送付し、

広報誌への掲載や会員への配布等による周知依頼を実施。

特に県下の41市町には県知事と労働局長と連名での周知広報の要請

を行い、各市町の広報誌に順次掲載。

〇 局署が関係団体や公共交通機関、地域のコミュニティラジオやケー

ブルテレビへ周知要請する等あらゆる機会を捉えて、兵庫県最低賃金

の改正、業務改善助成金等についての広報を実施。

〇 ６件の特定最低賃金についても12月１日に発効するため、今後ポ

スター等を作成し、周知を進めていく予定。

〇 最低賃金の履行確保のため、県下のすべての監督署において第4四

半期に集中的な監督を実施し、最低賃金の履行確保を図る予定。

（参考）令和６年1月～３月監督指導件数：437件。

地域別最低賃金の件名 時間額 効力発生年月日

兵庫県最低賃金 1,052円 令和6年10月1日

特定(産業別)最低賃金の件名 時間額 効力発生年月日

兵庫県塗料製造業最低賃金 1,099円 令和6年12月1日

兵庫県鉄鋼業最低賃金 1,116円 令和6年12月1日

兵庫県はん用機械器具製造業、生産用
機械器具製造業、業務用機械器具製造
業最低賃金

1,087円 令和6年12月1日

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製
造業、電気機械器具製造業、情報通信
機械器具製造業最低賃金

1,053円 令和6年12月1日

兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金 1,126円 令和6年12月1日

兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験
機・測量機械器具製造業最低賃金

1,053円 令和6年12月1日

兵庫県自動車小売業最低賃金 1,052円

兵庫県繊維工業最低賃金 1,052円

兵庫県各種商品小売業最低賃金 1,052円

令和6年10月1日
（兵庫県最低賃金が上
回ったことから、兵庫
県最低賃金が適用さ
れます。）
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◆ 賃金引上げに向けた支援実績 ◆ 業務改善助成金
（11月末現在）(昨年同期件数)

同一労働同一賃金の徹底

監督署と雇用環境・均等部が連携した取組

監督署による定期監督等において確認した情報に基づき、正社員と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の改善を図るため、雇用環境・均等部が企業に対して報告徴収を実施。

また、令和６年度より、パートタイム・有期雇用労働法を除く他法律に基づく報告徴収実施
時においても、パートタイム・有期雇用労働者の在籍する企業に対し、点検票を用いたヒアリ
ングを実施し、対象企業の実態把握、及び必要に応じた助言に努めている。

◆ パートタイム・有期雇用労働法第18条に基づく報告徴収実施件数（11月末現在）

安定所と雇用環境・均等部が連携した取組

公共職業安定所の求人票に、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の同一労働同一賃
金を実現に向けた取組みを記載してもらうよう、報告徴収、コンサルティング等企業訪問時に
リーフレットを配布し周知・啓発を実施した。

求人票の記載により、パートタイム・有期雇用労働者の処遇改善に向けた各企業の自主的な取
組を推進するとともに、当該企業の求人充足を支援し、求職者の求人選択の支援を図っている。

非正規雇用労働者の正規化促進、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

申請件数 交付決定件数 審査中

1,160（585） 325（208） 718（355）

〇「賃金引上げ特設ページ」を活用した地域・業種・職種ごとの平均

的な賃金額や好取組事例を提供するとともに、業務改善助成金等の

各種助成金を紹介したリーフレットによる周知を行い、最低賃金・

賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業場への支援や環境整備

等の取組を実施。

報告徴収企業 助言率（％）
助言を行った企業

455件 436件 95.8％



非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化を行う企業への支援
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キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）

キャリアアップ助成金（正社員化コース）

非正規雇用労働者の処遇改善に向けた支援

※令和５年１０月創設以降の件数

兵庫働き方改革推進支援センターによる支援

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模
事業者等が抱える様々な課題に対応するため、「兵庫働き方改革推進
支援センター」において、労務管理の専門家による電話・メール・来
所相談による相談対応のほか、専門家が直接企業を訪問等する個別コ
ンサルティング支援や関係機関と連携した相談窓口の開設により雇用
管理改善や就業規則等の見直し等に向けた助言・提案を実施。

◆兵庫働き方改革推進支援
センターの活動実績

令和６年
11月末現在

(昨年同期)

セミナー
実施回数 53 (93)

参加人数 2,207 (2,752)

出張相談窓口
実施回数 74 (99)

相談件数 269 (193)

電話・メール等による相談件数 760 (751)

コンサルティング支援件数 1,175 (992)

本年10月からは従業員51人以上の企業のパート等の短時間労働者の方が新たに社会保険の

適用対象となり、さらに、最賃金引上げの動きと相まって、就業調整の動きがさらに広がる

おそれもあり、人手不足の中で「年収の壁」への対応がより一層急務となっていることから、

リーフレット等を活用し事業主団体、金融機関、社会保険労務士会などへ周知協力を依頼する

ほか、事業所訪問により活用勧奨を実施。

◆キャリアアップ助成金
（社会保険適用時処遇改善コース）

計画認定状況(令和６年１１月末現在）

計画認定件数

1,１９８ 件

非正規雇用労働者のキャリアアップを促進するため、就業規則等に正規雇用労働者（勤務地
限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員への転換を含む）へ転換する制度を規定し、非正
規雇用労働者を正規雇用労働者へ転換した事業主に対して助成。令和５年１１月２９日以降の
転換については助成額が拡充された。（中小企業の場合：１期５７万円→１期４０万円×２期
＝８０万円）

◆キャリアアップ助成金
（正社員化コース）
計画認定状況（令和６年１１月末現在）

計画認定件数

1,７６８ 件



ステップアップを目指す非正規労働者等への求職者支援制度による支援
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無期転換ルール等の円滑な運用
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第二種計画認定申請件数の推移

・令和６年４月から労働条件明示のルールが
変更となったことについて、積極的な周知
を実施。

・無期転換ルールの特例である第二種計画認
定の申請が増加しているため、迅速な処理
を図る。

パートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方や、フリーランス・自営業を廃業した方、育児中でブランクがある方、職業経
験が不足している若者など、多様な人材のスキルアップを支援するために、月10万円の生活支援の職業訓練受講給付金を受給しながら、
無料の職業訓練を受講できる求職者支援制度の活用について、ハローワークでは、職業訓練説明会、職業訓練セミナーの開催、兵庫労働
局ホームページ等で積極的に周知・広報し、求職者支援訓練の受講あっせんを実施。

なお、求職者支援訓練受講者に対しては、ハローワークにおいて訓練受講中から担当者制による個別・伴走型の就職支援を実施。

【令和６年11月末までに訓練説明会・セミナー220回開催 参加者4,549人】
  ※ 前年同期間 138回開催 参加者2,313人

【令和６年11月末現在 公的職業訓練修了後３か月以内の就職件数2,785件】
※年間目標に対する進捗率83.7％



公的職業訓練のデジタル分野への重点化やデジタル推進人材の育成

リ・スキリングによる能力向上支援

労働者に対する人材育成に取り組む企業への支援

5

２．リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進

事業主等が雇用する従業員に対して、その職務に関連した専門的な知識及

び技能習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練

経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。

令和4年から8年度の期間限定助成として、労働者の多様な訓練の選択・実

施を可能とする「定額制訓練」（サブスクリプション型の研修サービス）な

どを利用する事業主を対象とする「人への投資促進コース」、新規事業展開

やDX・GX化に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための

訓練を対象とする「事業展開等リスキリング支援コース」を創設。

コ ー ス 名 計画受理件数

人への投資促進コース ４４５件

事業展開等リスキリング支援コース ２９７件

支給決定件数

人への投資促進コース ２９件

事業展開等リスキリング支援コース ８８件

計画受理・支給決定状況等（令和6年4～ 11月）

◆人材ニーズを踏まえた公的職業訓練のデジタル分野への重点化
地域の関係機関を構成員とした、兵庫県地域職業能力開発促進協議会を令和６年３月に兵庫県と共催し、令和6年度における兵庫
県地域職業訓練実施計画について、公的職業訓練のデジタル分野のコースの定員を令和５年度の1,220人から1,540人に増員し、
公的職業訓練全体の２４．１％まで拡充。（令和5年度１９．２％）

◆兵庫県地域の主要産業の振興を支える人材を育成するため、デジタル推進人材育成コースや産業技術資格コースなど新たなコー
スを設けるほか、子育て中の女性の受講を支援するeラーニングコースや中高年を対象としたコースなど、多様な人材の訓練ニーズ
に対応する訓練を実施することで、求職者の訓練受講機会の確保に努め、ハローワーク職業相談窓口での積極的な職業訓練の受講
あっせんを実施。

人材開発支援助成金（人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース）



ハローワークにおける求人充足サービスの充実

中小企業等に対する人材確保の支援
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〇 求人内容のコンサルティング

よりわかりやすく、内容の充実が図られたベストな状態 の求人票となるように

競合他社との差別化わかりやすい仕事内容の明示求人者が求める人材の明確化

〇 事業所訪問等を通じた情報収集

求人内容について、適法かつ正確なものとなるよう確認するだけでなく、求人情報の詳細かつ明確な記載、
応募につながりやすい条件への変更、各種助成金の活用など、求人充足にむけたコンサルティングを実施。
また、求人票には記載されていない情報を事業所訪問等を通じて収集し、様々な形での求職者への情報発
信や、企業や仕事の魅力を伝えるためのイベント等を実施。

実際に見聞きすることでしか得られないリアルな情報 を求職者に届けられるように

人材育成や働きやすい職場づくり作業環境や従業員の雰囲気企業の特徴や強み

〇 求職者に対するマッチング

企業や仕事の魅力を伝えて、的確な求職者の紹介による充足 という結果を得られるように

窓口での提案や所内掲示オンラインやＳＮＳ 面接会や説明会等の参集型イベント

求人充足に向けた提案書

求人者向け座談会セミナー



人材支援総合コーナー等における人材確保支援

人材不足が深刻化している職種について人材確保の総合支援窓口として、「人材支援総合コーナー（医療、介
護、保育、建設、警備、運輸分野）」を県内８か所のハローワーク（神戸、灘、尼崎、西宮、姫路、加古川、伊
丹、明石）に設置し、求人者・求職者双方に対する総合的なマッチング支援を推進。また、業界団体や地方公共
団体、職業訓練校とも連携し、業界の魅力発信にも努める。

人
材
支
援
総
合
コ
ー
ナ
ー

≪求人者支援サービス≫

① 賃金・休日等の求職者ニーズの情報提供、
分かりやすい求人票の作成助言

② 画像情報等の事業所情報の収集及び求職者
への提供

③ リーフレットや情報誌の配布、配架
④ 企業説明会やセミナーの開催
⑤ 雇用関係助成金制度の情報提供
⑥ 雇用管理改善推進事業の周知・提案

≪求職者支援サービス≫

① 分野別の求人情報誌の発行、リーフレット
や最新の動向等の提供

② 予約制・担当者制によるきめ細やかな職業
相談、職業紹介

③ 応募書類作成のアドバイス
④ 職業訓練情報や関係機関が実施するイベン

ト情報の提供
⑤ セミナー・企業説明会・見学会・面接会・

体験会等の開催
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令和６年９月末 令和５年９月末 令和６年９月末 令和５年９月末

新規支援対象求人数 ９，２２９人 １５，５１３人 支援対象求人に係る充足数 １，２４１人 １，３７５人

新規支援対象者数 ５，５０１人 ６，３０７人 支援対象者にかかる就職件数 ３，０４７人 ３，０７７人



就職困難な方をデジタル分野などで採用した企業への支援
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対策課

支給決定状況（令和６年４～１１月）

コース名 支給決定件数

特定求職者雇用開発助成金
（成長分野等人材確保・育
成コース）

３６件

オンライン活用によるハローワークの利便性の向上

○ 利用者サービスのオンライン化の推進、及びハローワークサービスの提供において根幹と

なるツールとして、各マイページの利用促進について取組みを強化している。

◆求人者マイページを経由した求人提出の働きかけを強化し、
求人者及びハローワークにおける求人受理業務のサービス
向上及び効率化を図っている。

◆窓口対応時の利用勧奨やホームページ、各種ＳＮＳ、リー
フレット等を通じて、求人検索機能やオンラインハローワ
ーク紹介等、求職者マイページを利用したサービスのメリ
ットをＰＲし、マイページ開設の促進を実施している。
また、ｗｅｂ会議ツールを活用したオンライン職業相談や
オンラインセミナー、事業所説明会等、ハローワークへの
来所によらないサービスの提供により利便性の向上を図っ
ている。

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

就職困難者（障害者、高齢者、母子家庭の母、就職氷河期世代など）をハロー

ワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れ、デジタル・グリー

ン分野等の「成長分野の業務」に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む事業主

に対して、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより１．５倍の助成金を支給。

（中小企業の場合：1期45万円～60万円×2期～6期＝ 90万円～360万円）

令和６年４月１日より「デジタル化関係業務」の対象となる職業分類に、ウェブ

デザイナー・グラフィックデザイナーが追加された。



ユースエール認定
「積極的な若者の採用・育成」

もにす認定
「障害者雇用の促進・安定」

企業の人材確保・定着に役立つ４つの認定制度

くるみん認定
「子育てサポート」

えるぼし認定
「女性の活躍推進」

厚生労働省では、雇用改善に取り組む事業主の皆さまを支援する認定制度
を設けています。認定を受けると、認定マークを商品、広告、求人票などに使
用することができ、企業イメージの向上、優秀な労働者の採用・定着が期待で
きます。

３．多様な人材の活躍促進

女性活躍促進のための支援

9

女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保

◆ 女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法に基づく報告徴収
を同時実施し、男女の賃金の差異の解消に向けて働きかけを
実施した企業数 46社（11月末現在）

◆ 一般事業主行動計画届出状況（12月末現在）

301人以上企業 101人以上300人以下企業

企業数
届出企業

数
届出率(%) 企業数

届出企業
数

届出率
(%)

603 590 97.8 1,228 1,186 96.6

えるぼし認定企業数 49社（11月末現在）
※女性活躍が進んでいる企業を認定

18社 31社 1社



仕事と育児・介護の両立支援

仕事と育児・介護の両立支援の拡充

10

不妊治療と仕事の両立支援

くるみん認定企業数（11月末現在）

※子育てサポート企業を認定

13社 135社

◆ 子どもを持ちたいと希望する方が、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる
よう、不妊治療を受けやすい職場環境整備のための支援を実施。

・「不妊治療と仕事との両立」に関する認定制度「くるみんプラス」等の周知
・不妊治療と仕事の両立を支援する企業内制度の導入マニュアル、サポートハンドブックの周知

・不妊治療等に対する情報提供・相談体制の強化

プラチナくるみ
んプラス

くるみんプラ
ス

トライくる
みんプラス

１社

報告徴収企業
助言率
（％）

助言を
行った
企業

指導を
行った
企業

１５１ １０６ 0 ７０

◆報告徴収実施状況（１１月末現在）

◆育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法（次世代法）の改正の内容

  

・労働者・事業主・各種団体を対象に「フリーランス新法及び改正育児・介護休業法等説明会」を神戸・尼崎・姫路の3会場にて開催
・令和６年７月に「仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口」を開設し、労働者及び事業主からの改正内容を始めとする育児・介護休業

制度等に係る相談に対応
・事業場訪問時や各種機関・団体からの改正育児・介護休業法に関する講師派遣依頼に対応するなど、あらゆる機会を通して改正育児・介護休業法に

ついて周知

<令和７年４月１日施行>
・子の看護休暇の見直し
・所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大
・育児・介護のためのテレワークの導入の努力
  義務化
・育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大

・介護離職防止のための両立支援制度等につい
 ての個別の周知・意向確認の義務化
・労働者への介護の両立支援制度等に関する
 早期の情報提供の義務化
・介護に関する雇用環境整備の義務化
・介護休暇の労使協定の仕組みの見直し

<令和７年10月１日施行>
・柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

育
児
・
介
護
休
業
法

次
世
代
法

・法律の有効期限の延長（令和17年（2035年）３月31日まで延長）

<令和７年４月１日施行>
・育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化（従業員100人超企業）



求職者ニーズに応じた支援の推進

子育て中の女性等に対する就職支援

11

出産、育児等により離職した女性をメインターゲットにした就職支援の実施

（マザーズハローワーク事業の実績）

◆ 県内９か所に、マザーズハローワーク事業の拠点の設置

マザーズハローワーク２か所（三宮・尼崎）、マザーズコーナー７か所（西宮、姫路、加古川、伊丹、明石、

豊岡、西神）

〇 子供連れで来所しやすい環境（キッズコーナーやベビーチェアーの設置等）を整備

〇 子育てを行いながら就職を希望する女性、母子家庭の母親等に対する支援の充実

・予約制、担当者制によるきめ細かな職業相談、職業紹介

・仕事と子育てが両立しやすい求人の確保

・就職活動に役立つセミナー、面接指導等の実施

・NPO法人、商業施設等での出張相談の実施

・SNSを活用した就職活動に役立つ情報やイベント情報の発信

マザーズハローワーク三宮
「キッズコーナー」

令和６年11月末 令和５年11月末 令和６年11月末 令和５年11月末

支援対象者数 1,52７人 1,442人 就職率 ９４．６ ％ ９７．２ ％
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障害者の就労支援

福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、ハローワーク職員と地域の就労支援者がチー

ムを結成し、就職準備から職場定着まで一貫した支援を行っている。特に、多様な障害特性（精神障害、発達障害、高次脳
機能障害、難病等）のある障害者に対して、専門的な知識に基づき支援を行っている。

高年齢者の就労支援

全てのハローワークにおいて高年齢求職者向けの求人の確保を
図るとともに、県内12か所のハローワーク（神戸所、灘所、尼
崎所、西宮所、姫路所、加古川所、伊丹所、明石所、豊岡所、西
脇所、龍野所及び西神所）に、以下の①～③を特徴とする「生涯
現役支援窓口」を設置し、再就職を目指す概ね６０歳以上の方を
対象に各種サービスを実施（特に６５歳以上の者を重点的に支
援。）。

①シニア世代の採用に意欲的な企業の求人情報の提供

 ②多様な就業ニーズなどに応じた情報提供
 ③シニア世代に適した、各種ガイダンスの実施

《生涯現役支援窓口における65歳以上の就職者数》

令和４年度 令和５年度 令和６年度

年 度 計 ２，０５３人 ２，４５１人 -

11月末現在 １，４４４人 １，７０９人 １，７５０人

令和６年度（上半期）
支援状況

新規求職申込件数 前年同期比 就職件数 前年同期比

身体障害者 1,534件 0.9％増 569件 1.6％減

知的障害者 1,245件 18.9％増 711件 4.1％増

精神障害者 3,322件 17.8％増 1,310件 11.0％増

その他の障害者 305件 1.3％増 109件 11.2％増

合 計 6,406件 12.6％増 2,699件 6.3％増
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外国人求職者等の就職支援

● 神戸新卒応援ハローワーク等留学生コーナーによる支援

神戸新卒応援ハローワーク、西宮所、姫路所、西神所内に留学生コーナーを設置し、兵庫県下の大学等との連携により、
日本での就職を希望する留学生の就職支援を実施。
また、近畿２府４県の労働局及び大阪外国人サービスセンターと連携し、外国人留学生を対象とした合同企業説明会を

6月、11月に開催。

● 外国人求職者に対する就職支援

県内６か所のハローワーク（神戸、灘、尼崎、姫路、明石、三宮）に通訳員の配置を行い、外国人求職者に対して、
本人の希望を丁寧に確認し、きめ細やかな就職支援に努めている。

● 外国人雇用事業所訪問指導の状況

事業所訪問計画により事業所等を訪問し、外国人雇用管理指針に基づき雇用管理の改善に係る指導等を実施。

   

《外国人雇用サービスコーナー業務取扱状況（11月末現在）》

新規求職者数 相談件数 就職件数

令和５年度 1,317人 4,915人 202人

令和６年度 1,572人 5,375人 232人

外国人雇用事業所訪問件数 （11月末現在） 年間目標：４５１件 実績：３３８件

留学生コーナー支援状況（令和6年11月末現在） 新規求職者数３８６名 相談件数９９７件 就職件数１２０件



就職氷河期世代の就職支援
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○キャリアチャレンジ応援コーナーPlus（就職氷河期世代専門窓口）
 神戸所、西宮所、姫路所
 職員がチームリーダーとなり、専門の支援員を中心に一人ひとりの状況に合わせ、就職に向けた課題解決支援
    から就職後の職場定着支援までの一貫した伴走型チーム支援を実施。

○キャリアチャレンジ応援コーナー（兵庫労働局独自設置）
 灘所、尼崎所、加古川所、伊丹所
 職員による求職者担当者制による寄り添う支援を実施。

令和６年11月末 令和５年11月末

新規登録者数 ４７４人 ５３４人

正社員就職件数 ２２７件 ２３９件

就職氷河期世代専門窓口の支援状況（７所のコーナーの計）

専門窓口等による伴走型の就職支援

兵庫県就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを活用した支援

兵庫県内において、行政、経済団体、
業界団体等各界一体となって、就職氷河
期世代の方々の活躍の促進を図るために
就職氷河期世代プラットフォームを設置。
この枠組みを利用して、就職氷河期世代
の積極採用や行政支援策等の周知等に取
り組んでいる。

参加企業

姫路地域
（令和６年10月2日開催）

19社22名

神戸地域
（令和６年10月18日開催）

33社38名

＜企業セミナー＞
社員定着のための完全攻略セミナー
～就職氷河期世代の活躍を支える～

＜求人企業説明会＞
正社員就職を希望する3０代以上の方対象
～ミドル世代の就職フェア～

参加企業

姫路地域
（令和６年11月29日開催）

20社52名

神戸地域
（令和６年12月11日開催）

50社113名

※求人企業説明会 神戸地域は兵庫県と共催



新規学卒者等・若者の就職支援
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令和７年
３月卒

令和６年
３月卒

増減率

求 人 数 17,245人 16,324人 5.6%

就職希望者数 3,913人 3,998人 -2.1%

就 職 者 数 2,839人 2,841人 -0.1%

求 人 倍 率 4,41倍 4.08倍 0.33P

就 職 率 72.6% 71.1% 1.5P

令和６年
４月～12月

令和５年
４月～12月

増減率

新規求職者数 1,405人 1,300人 8.1%

就職者数 930人 1,211人 -23.2%

令和7年3月高等学校卒業者の状況（９月末現在）神戸新卒応援ハローワークにおける大学生等への就職支援状況

○新規学卒者の支援
 新規学卒者や卒業後３年以内の既卒者を対象に、希望に応じた就職を実現する

ため、神戸新卒応援ハローワークや各ハローワークにおいて、県内各大学等の
キャリアセンター等との連携を図りながら、きめ細かな就職支援を実施。

○若年者の就職支援 
正社員就職を希望する概ね３５歳未満の若者を対象に、わかものハローワーク等において、

担当者制の 職業相談やなど、計画的支援により正社員就職の実現を図っている。

・就職活動の進め方相談、応募書類の作成支援・面接対策、各種セミナーの実施
・課題を抱える学生等に対する課題解決支援
・オンラインによる職業相談、面接指導、セミナーの実施等
・専門家による心理カウンセリング
・若年者の地元定着支援として、高校内での事業所説明会、事業所訪問バスツアー、業界団体との各種イベントの実施

・正社員就職に向けた支援プランの作成
・応募書類の作成支援、面接対策、各種セミナーの実施、就職後の定着支援
・就職面接会、事業所説明会などの各種イベントの実施



○ 労働局・ハローワークと地方公共団体がそれぞれ「生活保護受給者等就労自立促進事業実施計画」を策定し、生活保護受給者等に
対して緊密な連携による就労支援を実施。

地方自治体内に生活保護受給者などを対象としたハローワークの

専門相談窓口を設置し、一体的に就労支援や職場定着支援を推進

【一体的実施事業（生保型常設窓口）】

県内１３か所に設置

神戸市（9区）、尼崎市（北部・南部）、姫路市、明石市

生活保護受給者等の就労支援
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令和６年度の実施状況（令和６年８月に実施）

実施自治体 相談件数 支援対象となった人数

41（兵庫県内全市町） 150件 55名

生活保護受給者等就労促進事業実施状況
（令和６年11月末現在）

支援対象者数 就職件数

３,434 人
（年間目標に対する進捗率

74.8％）

２,270件
（年間目標に対する進捗率

72.6％）

〇 ひとり親の方を対象者とした就労支援を行うために、自治体
にハローワーク臨時窓口を設置して職業相談を行う「出張ハロー
ワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」を実施。
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がん等の疾病を抱える長期療養が必要な方の就労支援

長期療養者

相談

ハローワーク
（全国４７都道府県）

・就職希望者の誘導(リファー)
・本人の医療関係情報の提供

○個々の長期療養者の希望や治療状況等を
踏まえた職業相談、職業紹介

○長期療養者の希望する労働条件に応じた
求人の開拓、求人条件の緩和指導

○長期療養者の就職後の職場定着の支援

○連携先拠点病院等と連携した事業主等向け
セミナー

➢相談支援センターへの出張相談
⇒ 院内での職業相談・職業

紹介が可能に

➢求人情報等、労働市場情報の提供

がん診療連携拠点病院等

院内での出張相談

情報共有・
ケース会議

相
談

相談支援センター
ハローワークによる

協同支援を実施

相談支援センター

○ がん治療連携拠点病院（以下、「拠点病院」という。）と管轄ハローワークとの連携による支援を実施。
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院、兵庫県立がんセンター、
姫路赤十字病院、独立行政法人国立病院機構姫路医療センターとそれぞれの管轄ハローワークが連携。

○ 各拠点病院内の相談支援センターと連携して、以下の支援を実施。
 ・個々の長期療養者等の希望や治療状況等を踏まえた職業相談、職業紹介（拠点病院への出張相談を含む）

    ・長期療養者等の希望する労働条件に応じた求人開拓、求人条件緩和指導、就職後の職場定着の支援

令和６年９月 令和５年9月 令和６年９月 令和５年９月

支援対象者数 １７８人 １９５人 就職率 ７１．３％ ６１．５％



４．誰もが働きやすい職場づくり

安全で健康に働くことができる環境づくり

長時間労働の抑制
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長時間労働の抑制に向けた監督指導の強化等

労働時間の縮減等に取り組む事業者への支援

◆ 働き方改革推進支援助成金

申請件数 交付決定件数 審査中

242(232) １78(165） 51(59)

（11月末現在）(昨年同期件数)

令和５年度に実施した「長時間労働が疑われる事業場」
に対する重点監督の結果

監督実施事業場数 1,３３２事業場

① 違法な時間外労働があったもの
575事業場
（43.2％）

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い
労働者の時間数が月80時間を超えるもの

242事業場
（42.1％）

② 過重労働による健康障害防止措置が未実施
のもの

291事業場
（21.8％）

〇 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を

超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働に

よる過労死等に係る労災請求が行われた事業場の全数に対する監督

指導を実施。

〇 全ての監督署に編成した、「労働時間・相談支援班」において、説明会の開催や中小規模

の事業場への個別訪問により、適切な労務管理の支援を中心としたきめ細かな相談・支援を

実施。
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新たに時間外労働の上限規制が適用となる事業・業種への支援

過労死等防止対策の推進

◆ 働き方改革推進支援助成金（業種別課題対応コース）

（11月末現在）(昨年同期は適用猶予業種等対応コースの件数)

申請件数 交付決定件数 審査中

５７（６８） ４２（４３） １１（２３）

適正な工期設定に向けた要請書

【医師】

・ 医師の働き方改革の実現に向けて、「兵庫県医療勤務環境改善支援センター」と連携を図りな

がら、相談支援や労働時間説明会（令和６年７月・８月に開催、約80医療機関が参加）を実施。

【建設事業】

・ 労働時間削減の取組を推進するため、経済団体等に対し、適正な工期設定を行うことについて

周知啓発の要請を実施。

・ 県、近畿地方整備局とも連携の上、令和６年12月に県内３か所（神戸・加古川・豊岡）で

労働時間説明会を開催予定。

【自動車運転の業務】

・ 労働局・監督署に編成した「荷主特別対策チーム」において、発・着荷主等に対し、トラック

運転者の荷待ち時間を発生させないよう努めること等についての要請や、賃金の原資となる適正

な運賃（標準的な運賃）について周知を実施。

〇 国民一人ひとりが理解を深め、社会全体で協力できるポイントや動画等をまとめた、特設サイト

「はたらきかたススメ」について、あらゆる機会を通じて周知を実施。

〇 11月を「過労死等防止啓発月間」として定め、過労死等をなくすために、長時間労働が疑われる

事業場等に対して重点監督を集中的に実施する等の「過重労働解消キャンペーン」を実施するほか、

過労死等を防止することの重要性を周知・啓発することを目的として、「過労死等防止対策推進シン

ポジウム」を開催。



法定労働条件の確保等
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定期監督等の実施状況
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定期監督等実施事業場数 同違反事業場数 同違反率

〇 令和６年４月から労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲等の事項が

追加されたこと等から、監督指導や集団指導時等において法定労働条件の確保が図られるよう周知支援を

実施。

〇 法定労働条件の履行確保のため、監督指導において法違反が認められた場合には、事業主に違反内容や

是正の必要性、具体的な是正・改善に向けた取組方法を助言支援。

重大・悪質な事案に対しては、司法処分を行う等、厳正に対処。



◆『 兵庫第１４次労働災害防止推進５か年計画 』（２年目）

計画期間 2023年度から2027年度までの５か年を計画期間とする。

【計画目標】 
・死亡災害：2022年（死亡者数32人）と比較して、2027年において15％以上減少（27人以下）させる。
・死傷災害：2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、死傷者数については、2022年（5,130人）と比較して2027年までに減少（5,129人以下）させる。

労働局では、安全確保の最重点である「働
く人の命を守る」という原点にたち、14次
防計画の計画目標の達成に向け、各種安全衛
生大会、各種会議、研修会等、あらゆる機会
に積極的に14次防計画の周知・啓発を実施
した。
【周知実績４月～９月 33回、10～12月 20回】
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労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

兵庫第１４次労働災害防止推進５か年計画の推進

4,794 
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休業4日以上の死傷者数【全産業】
（人）

R6目標値

兵庫労働局ＨＰ

『兵庫第14次労働災害

防止推進５か年計画』

労働局長による特別安全パトロール
（兵庫死亡労働災害根絶運動）
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死亡者数【全産業】

14次防期間

R６目標値

R６/12月末速報値

R６/12月末速報値

資料出所 死亡災害速報、労働者死傷病報告 （ 2023年(R5)まで確定値 、2024年(R6)/12月末速報値   

 ※ 青色点線は減少目標値 赤色点線は速報値

●  労働局長による建設現場の安全パト
ロールを２回実施した。
・７月（全国安全週間）に実施。
・11月（死亡災害根絶運動）に実施。

●  死亡災害根絶に向けた取組を実施。
・８月「兵庫死亡労働災害根絶運動」の
取組要請を実施。【219団体あて】

・９月労働局長による業界団体の長あて
直接要請（８団体）

兵庫労働局ＨＰ

『兵庫死亡労働災害根絶運動』

新型コロナウイルスによるり患者数を除きます。



「兵庫リスク低減ＭＳ運動（２期）」の推進 （令和５年度から令和９年度までの５年間、兵庫労働局独自取組として展開）

【趣旨】
『 兵庫リスク低減ＭＳ運動 』は、働く人の命を脅（おび

や）かすような重篤な災害の撲滅と、万一災害が起きても休
業を要しない程度の軽微な被害に抑えられる安全・安心な職
場環境の実現を目指して、経営トップが安全衛生方針を表明
し職場の安全衛生に積極的に関わること、ＰＤＣＡサイクル
による組織的安全衛生管理の運営を図ること、更にリスクア
セスメントを継続的に実施し残されたリスク（残留リスク）
を明確かつ重点的に管理することで、「許容できないリスク
がない職場づくり」につなげるための運動です。
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18集団
33集団
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1352社
1576社
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2269社

2791社

3307社

社

500社

1000社

1500社

2000社
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3500社

集団

20集団

40集団

60集団

80集団

100集団

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

取組集団数 取組事業場数

兵庫労働局ＨＰ
『兵庫リスク低減MS運動
（2期）』を展開します！

周知啓発用リーフレット
（兵庫労働局ＨＰからダウンロード）

資料出所 兵庫労働局集計

※ ＭＳ運動の「ＭＳ」は、management systemの頭文字の略語です。

ＭＳ運動（２期）は、２年目に入り、取組集団は、１期初年度の18集団
1,352社から、今年度は80集団3,307社まで拡大出来ており、「許容で
きないリスクがない職場づくり」を推進するため、各種安全衛生大会、連
絡会議等、あらゆる機会に積極的に周知・啓発を実施した。

【周知実績４月～９月 33回、10～12月 20回】

ＭＳ運動（１期） ＭＳ運動（２期）
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第三次産業で発生する「転倒災害」や腰痛等の「動作の反動・無理な動作」と
いった労働者の作業行動に起因する労働災害（行動災害）は、増加傾向にあり、
従来の手法だけでは労働災害は減らせないことから、令和５年度より、労働災害
防止対策の新たな取組として、「小売業」及び「介護施設（社会福祉施設）」に
ついて、県内の主要な企業、地方公共団体、関係団体等を構成員とする「兵庫Ｓ
ＡＦＥ協議会」による取組を推進した。

２年目となる令和６年度は６月25日、９月13日に「兵庫ＳＡＦＥ協議会」を
開催し、安全衛生に関する情報や好事例の提供並びに業界の課題等を共有し、労
働災害の減少を図るための支援を行った。（第２回目：1月22日、2月5日予定）
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587 595 640

659 651

375 377
470 501

560 532
598

192 205 192 213 209 216 218

0
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H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年

第三次産業－死傷者数の推移

小売業 社会福祉施設 飲食店

令和６年６月25日（第１回）
兵庫ＳＡＦＥ協議会（小売業）を開催

以下の構成員で開催
・兵庫県にある多店舗を展開する小売業の本社
及び地域の代表的な小売業の本社（５企業）
・兵庫県
・兵庫産業保健総合支援センター
・兵庫労働局（事務局）

【協議内容】
企業側における転倒災害防止対策の取組事例

等を掲載したリーフレットの作成
完成版 10月：商工会連合会等に活用要請

-----------------------------------------
令和７年１月22日（第２回）開催予定
【協議内容】

労働者向けの転倒災害防止を啓発するリーフ
レットの作成に係る協議

令和６年９月13日（第１回）
兵庫ＳＡＦＥ協議会（介護施設）を開催

以下の構成員で開催
・兵庫県にある多施設を展開する社会福祉施設
の法人本部（本社）及び地域の代表的な社会福
祉施設の法人本部（本社）（４企業）
・兵庫県
・（福）兵庫県社会福祉協議会
・兵庫労働局（事務局）

【協議内容】
ノーリフトケアの導入等、腰痛予防対策の取

組事例等を掲載したリーフレットの作成
------------------------------------------
令和７年２月５日（第２回）開催予定
【協議内容】

ノーリフトケアの導入等、腰痛予防対策の取
組事例等を掲載したリーフレットの作成

兵庫労働局ＨＰ
第三次産業の労働災害防止
（兵庫ＳＡＦＥ協議会）出典 労働者死傷病報告（12月末速報値）

出典 労働者死傷病報告

兵庫ＳＡＦＥ協議会に使用
しているロゴマーク

令和６年の死傷
者数の多い順に
上位５業種

令和６年の死傷
者数の多い順に
上位５業種

「兵庫SAFE協議会」による第三次産業対策への取組の推進

（人）
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「『＃転倒災害は労働災害です』をつけてひろめよう転倒予防」をキャッチコピーに、
SNSの活用により、転倒予防事例を発信し、広く共有することで、転倒予防活動への参加
を促しました。【 ４月～９月 周知回数 33回 、10～12月 20回】

兵庫労働局ＨＰ
「転倒災害」

（周知啓発用）

43% 42% 40% 43% 47%

57% 58% 60% 57% 53%
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年齢別－転倒災害による死傷者数の割合

60歳以上 60歳未満

出典 労働者死傷病報告

12月末時点の転倒災害の死傷者数は、前年同期比7.6％減少（R6/R5：1,222人/1,322人）

兵庫労働局公式
YouTubeチャンネル
視聴回数 4,943回
（R6.12月末時点）

「転倒災害」は、60歳以上の労働者において多く発生し、４割超を占める状況にある
ため、県下のハローワークと連携した「説明会」を５月に県下各地で実施し、「エイジフ
レンドリーガイドライン（高年齢労働者の安全と健康の確保のためのガイドライン）」の
普及促進を図った。 【 説明会：全21回 参加者2,590社 】

転倒災害防止対策と高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部と連携し、エイジフレンドリー
補助金を周知する機会を設け、周知を図った。【全４回（8月、9月）／対象220人】

外国人労働者への安全衛生教育（視聴覚教材）の利用促進を周知・啓発（厚生労働本省HP掲載）

兵庫労働局HP
外国人労働者向け視聴覚教材の紹介リーフレット

兵庫労働局HP
外国人労働者の
安全衛生対策

視聴覚教材の紹介

外国人労働者に対する労働災害防止の
安全衛生教育の実施状況

外国人労働者の労働災害防止等の推進

母国語に翻訳さ

れた教材や視聴

覚教材を用いて

実施している

12%

日本語の教

材や視聴覚

教材を用い

て実施して

いる

14%

外国人労働者は

在籍していない

44%

実施してい

ない

12%

無回答

18%

回答数：1,615件

外国人労働者の安全衛生の確保について、

令和５年度に行ったアンケートによると外

国人労働者に対する労働災害防止の安全衛

生教育は、「実施していない」又は「無回

答」が合わせて３割であったたため、当局

は、厚生労働本省のホームページに掲載さ

れた14か国語の安全衛生視聴覚教材の利

用を促進するためのリーフレットを作成し、

周知・啓発を図った。

【 アンケート結果 】
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「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえ、精神障害に関する
労災請求が行われた事業場に対する必要な指導を実施、
兵庫産業保健総合支援センターと連携し「労働者の心の
健康の保持増進のための指針」の周知を行うなど、メン
タルヘルス対策の取組を推進している。

ストレスチェックの実施、その結果に基づく集団分析
及び職場環境改善の取組についても、兵庫県医師会主催
による認定産業医研修会の場等を通じて、産業医から事
業者への働きかけを依頼するなど、あらゆる機会を捉え
周知、協力依頼を行っている。

また、集団分析結果に基づく職場環境改善については、
兵庫産業保健総合支援センターの利用勧奨を行っている。

さらに、９月を「職場の健康診断実施強化月間」と定
め、健康診断及び事後措置等の実施の徹底について取り
組んでいる。定期健康診断結果の医療保険者への提供
（コラボヘルス）の周知にあたり、「健康経営と働きや
すい職場づくり」のタイトルでセミナーを開催した。

◇化学物質対策
「新たな化学物質規制」の円滑な実施に向け、主として
化学物質（リスクアセスメント対象物）を取り扱う事業
場向けのリーフレットを局において作成した。

県の関係部署と連携の上、化学物質を取り扱う事業場
に対し、広く周知啓発を行う予定としている。

◇石綿ばく露防止対策
昨年10月施行の石綿工事にかかる事前調査者の要件義

務化をはじめとした改正石綿障害予防規則の内容につい
て、県内の約1900社に対する周知を実施した。

産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進

新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底



◇アクションプラン！令和６年度の会議
10月2日に令和６年度会議を開催し、推進チーム内に設置した３つの作業部会

（好事例集作成部会、イベント・セミナー作業部会、相談支援機関分科会）の取組状況
を報告するとともに、今後の取組の方向性等を共有し、地域における両立支援の促進を
図ることとしている。

◇兵庫県地域両立支援推進チーム

兵庫労働局では、病気を抱える労働者が治療をしながら仕事ができる環境を整備するため、平成29年度に県内の地
方自治体、医療機関、関係団体等を構成員とする「兵庫県地域両立支援推進チーム」を設置し、多方面から関係者の
サポートを行っている。

◇アクションプラン！に基づく令和６年度の取組

・好事例集作成部会
８月参集形式により開催。
事務局（局）において、令和5年度に収集した好事例

を取りまとめた案を作成し、構成員の意見を聴取した。
各構成員の意見を反映した案について、10月2日開催

の推進チーム会議にて諮り、年内の完成に向けて進めて
いる。

・相談支援機関分科会
８月参集形式により開催。
事務局（局）において、現行のリーフレット見直し案

を作成し、構成員の意見を聴取した。好事例集と同様に、
各構成委員の意見を反映した案について、10月2日開催
の推進チーム会議にて諮り、年内の完成に向けて進めて
いる。

アクションプラン！（５か年計画）
＜各年度の取組＞

イメージキャラクター“ちりょうさ”

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

1 好事例の収集、各種支援策の
周知

（通年）職場の取
組・医療機関の支援
等の好事例の収集、
各種支援策の周知

（推進チームにおい
て、好事例の収集方
法等について具体的
に検討する）
（推進チームにおい
て、各種支援策の周
知方法等について具
体的に検討する）

作成したリーフ
レット等周知方法
の検討・見直し

（可能であれば、県
内事業場の取組及び
医療機関の支援事例
集を作成・配布し、
周知に活用する）

２ ガイドライン及びマニュアル
の周知

（推進チームにおい
て、右記取組を具体
的に検討する）

県内各地で企業の担
当者等を対象にガイ
ドライン及びマニュ
アルに関する説明会
等を開催する
ガイドライン及びマ
ニュアルの周知を目
的としたわかりやす
いリーフレットの作
成・配布

作成したリーフレッ
トの内容・周知方法
の検討・見直し

３ 両立支援の相談連携
（推進チームにおい
て、右記取組を具体
的に検討する）

構成員、協力医療機
関（兵庫県内の地域
がん診療連携拠点病
院等）等の支援の流
れ図（情報提供体
制）を作成し、共
有・運用する

分科会において運
用結果を確認し、
必要により改善を
図る
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治療をしながら仕事ができる環境の整備（治療と仕事の両立支援）
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・労働者からの相談については、相談者の意向を踏まえた上で行政指導や紛争解決援助制度等に移行し、問題の迅速な解決を図る。

就活生等に対するハラスメント・カスタマーハラスメント対策の推進

・企業訪問、各種説明会等において、ハラスメント防止指針に基づく就職活動
中の学生等に対する「望ましい取組」の周知徹底を図る。

・就職活動中の学生等からの相談に対しては、事案の内容、相談者の意向を踏
まえて、個別労働紛争解決援助制度等により解決を図る。

・顧客等からの悪質なクレーム等の著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラ
スメントの防止対策の推進のため、企業訪問、各種説明会等において、カス
タマーハラスメント対策企業マニュアル等を活用して企業の取組を促す。

総合的なハラスメント対策の推進

職場におけるハラスメント防止措置の履行確保

パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント対策の推進



【脳・心臓疾患の労災請求件数等の推移】

42
32

26
34

46

32 28
19

27 27

7 5 4
9

3

0

20

40

60

80

100

120

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

請求件数 決定件数 支給決定件数

76

112 118 116 122

87

70

135

91

112

32
25

54

28 31

0

20

40

60

80

100

120

140

160

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

請求件数 決定件数 支給決定件数

【精神障害の労災請求件数等の推移】

令和5年度は、過重な業務が原因で発症した脳・心臓疾患に係る労災請求件数、業務によるストレスなどが原
因で発症した精神障害に係る労災請求件数のいずれも増加傾向。

今後も、組織横断的な連携を取り、迅速・公正な事務処理を一層推進していく。

（件数） （件数）
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過労死等事案をはじめとする労災請求事案に係る迅速・公正な処理



障害者・高年齢者の活躍に向けた雇用指導・支援

障害者の雇用率達成に向けた雇用指導・支援

29

高年齢者の定年延長・雇用継続の促進等

法定雇用率（2.５%）の達成に向け、全未達成企業に対して、年間を通じて計画的、効率的に達成指導を行うよう取り組んで
いる。（令和５年度は訪問による指導７２５回を実施したほか、文書・電話による指導を行った。）特に未達成企業の８６．8％
が３００人未満の中小企業で、その６６．９％が一人も障害者を雇用していない企業であることから、これらの企業については、
課題等状況を把握するとともに、地域の就労支援機関を含む関係機関と連携し、個々の実態を踏まえ、チームで支援を実施して
いる。

(1) 法定雇用率の達成企業等の状況（各年6月1日現在） (2) 合同就職面接会の開催状況（令和６年１２月末時点）

回数 参加企業数 参加求職者数

令和６年度 ４回 １５８社 ６９６人

高年齢者が「意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会」を実現するため、65歳までの

高年齢者雇用確保措置未実施企業への制度導入に向けた個別指導を行うとともに、令和３年4月から施行された70歳までの高年齢
者就業確保措置の導入に向け、事業所訪問や求人受理時等の機会をとらえてリーフレット等を活用した周知・啓発を徹底。

《高齢者雇用確保等措置の実施状況（令和６年6月1日現在の高年齢者雇用状況報告※の集計結果）》

※【高年齢者雇用状況等報告】
高年齢者雇用安定法第52条第1項に基づき、毎年６月１日現在における定年、継続雇用制度及び高年齢者の就業機会の確保等に
関する状況について、厚生労働大臣へ報告しなければならないこととなっている。

企業数 実雇用率
達成

企業数

達成企業

割合

0人雇用

企業数

未達成企業に

占める0人雇用

企業の割合

令和６年 3,948社 2.47% 1,893社 47.9% 1,193社 58.1%

令和５年 3,635社 2.36% 1,899社 52.2% 1,036社 59.7%

21人以上規模企業数 65歳までの雇用確保措置実施済み企業数 70歳までの就業確保措置実施済み企業数

令和６年 7,993社 7,980社（99.8％） 2,303社（28.8％）

令和５年 7,817社 7,812社（99.9％） 2,034社（26.0％）



フリーランスの就業環境の整備

30

フリーランス・事業者間取引適正化等法（令和6年11月1日施行）

○取引の適正化
→取引条件の明示、期日における報酬支払等の義務化

○就業環境の整備
→募集情報の的確表示、ハラスメント対策に係る体制整備等の義務化

☆同法の積極的な周知を実施

・各種説明会、企業訪問等の際に法令の概要を説
明し、リーフレットを配布。

・10～12月に同法に係る説明会を開催。
9月に管内企業及び関係団体に対し、参加勧
奨の案内文を約2600件発送。

☆同法の履行確保に向けた調査を実施

・令和7年1月以降、特定受託事業者（フリー
 ランス）と実際に取引のある特定業務委託事業
者（発注事業者）に対し、計画的な調査を実施。

・ 今後、特定受託事業者からの同法違反に係る申
出がなされた場合も対応を予定。



多様な働き方の導入支援
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働き方・休み方改革の促進

働き方・休み方改善コンサルタントによるコンサルティングの実施

ワーク・ライフ・バランス推進のための働き方・休み方の見直し
対象：①適用開始業務（運送業・建設業）等の事業場、②働き方改革推進支援助成金を支給した事業場
・時間外労働の上限規制、割増賃金率引上げ等法制度の説明
・長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進（計画的付与制度、時間単位年休制度の導入等）
・特別休暇の導入促進、働き方・休み方改革取組事例の紹介

コンサルティング
実績（事業場数）

（11月末現在）

適用開始業務等事業場 働き方改革推進支援助成金支給事業場
コンサルティング希望の

あった事業場

68件 34件 １件

年次有給休暇の取得促進

事業主に年次休暇を取得しやすい環境整備に取り組んでいただ

くため、①計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給

休暇の計画的付与制度や、②労働者の様々な事情に応じた柔軟な

働き方・休み方に資する時間単位の年休の活用について、リーフ

レット・ポスターを活用し地方自治体、事業主団体、社会保険労

務士会等へ周知協力を依頼するほか、労働局ホームページに掲載

し周知を行った。

＊ GW、夏季休暇取得時期、１０月の「年次有給休暇取得促進

期間」、年末年始にあわせて、年4回、集中的な広報を実施。



民間人材サービス事業者への指導監督の徹底
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◆ 民間人材サービス事業者への指導監督の実施

安心して民間人材サービスを利用できるよう、職業安定法及び労働者派遣法の違反を把握し、またはその疑いのある職
業紹介事業者、派遣元事業主等に対する指導監督を実施し、人材ビジネス事業所の適正な事業運営の確保を図った。

また、労働者派遣法の適正な履行確保に向けて、特に派遣労働者の同一労働同一賃金については労働基準監督署からの
情報提供をうけることにより、効率的な指導監督を行えている。

令和６年１２月３０日時点の
指導監督状況
（令和６年度）

目標件数（４月～１２月） 実施事業所数

派遣元事業所 446 544

派遣先事業所 178 115

職業紹介事業所 163 132

◆ 派遣労働者の待遇確保に向けた労使協定の点検等

事業報告で提出された労使協定のうち、疑義のあった事業所分への点検を令和３年度より毎年実施しているが、今年度は
一般賃金通達の訂正に伴う労使協定の再締結についてのフォローアップや人材確保等支援助成金（派遣元特例コース）の
申請相談も同時に実施しながら適正な労使協定締結となるよう指導監督を実施している。

また、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向け、制度を広く周知理解してもらう目的からオンラインセミナーを実施
しており、テーマ別で1月9日に「派遣先均等均衡方式」 、2月13日に「労使協定方式」 を実施した。

◆ 職業安定法省令及び指針の一部改正についての周知

令和７年４月１日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正されることに伴い、職業紹介事業者に対し指導等の機
会を利用し周知を図っており、関連リーフレットをHPにアップし、広く周知を図っている。また、同改正で募集情報等提
供事業者について、労働者になろうとする方へのお祝い金等が原則禁止となることについても、あらゆる機会に通して求人
者等へ周知を図っている。



５．各関係団体と連携した行政運営

地方公共団体と連携した地域雇用対策の推進
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○ 国と自治体が、地域の雇用対策を一体となって取り組むため、「雇用対策協定」を締結

・1７自治体（県、1６市）
加西市、尼崎市、三田市、たつの市、兵庫県、高砂市、丹波市、伊丹市、加古川市、
淡路地域(洲本市、南あわじ市、淡路市)、豊岡市、川西市、西宮市、三木市、朝来市（令和6年10月４日締結）
（※締結日順）

＜協定に基づく主な取組内容＞
・企業の人材確保に向けた支援、新規学卒者等に対する支援、若者に対する支援、子育て女性等の支援、高年齢者に対する支援など
・令和6年度上期の取組：「しごと博in淡路島」企業合同説明会、「三木市合同就職面接会」の開催等

○ 国が行う無料職業紹介等と自治体が行う業務をワンストップ窓口で支援する「一体的実施」事業を推進

●県下１８か所

・生活保護受給者などを対象とした窓口

13か所［神戸市（9区）、尼崎市（2か所）、姫路市、明石市］

・若者、女性などを対象とした窓口
５か所［宝塚市、川西市、西宮市、丹波市、兵庫県］

令和６年11月末現在 令和5年11月末現在 前年同期比（％）

就職件数 1,481件 1,490件 ▲0.6

令和６年９月末現在 令和５年９末現在 前年同期比（％）

就職件数 ９８２件 １，０９８件 ▲10.6

○ 地方公共団体とハローワークが連携し、就労支援を実施

●県との連携
・ジョブカフェ事業 「若者しごと倶楽部」の設置 ・兵庫県合同就職面接会の開催
●市との連携
・「ふるさとハローワーク」の設置（三木市、加西市）・各市との共催による合同就職面接会、説明会等の開催



労使の関係者及び関係機関との連携
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兵庫地方働き方改革推進会議

・ 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第10条の3において、
中小企業における働き方改革の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整
備することと国の努力義務を規定。

・ 平成27年12月に設置した「兵庫地方働き方改革推進会議」を法に基づく協議会として位置付けて開催している。

【構成団体】
連合兵庫、兵庫県経営者協会、兵庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会、兵庫県中小企業団体中央会、
一般社団法人兵庫県信用金庫協会、株式会社みなと銀行、株式会社但馬銀行、株式会社商工組合中央金庫神戸支店、
一般社団法人兵庫県信用組合協会、兵庫県、兵庫労働局

兵庫働き方改革担当者連絡会議（R６.９.２５開催）

・ 平成29年6月設置。兵庫地域の関係団体の実務担当者を幅広く参
集し、働き方改革を推進するための各団体の支援策の共有化と効果
的な情報発信を推進することを目的。

・ 令和2年8月7日、書面決議による規約改正にて兵庫地方働き方改
革推進会議の部会として位置づけ

金融機関との働き方改革包括連携状況

金 融 機 関 名 締 結 日

兵庫県信用金庫協会 平成２９年６月１４日

みなと銀行 平成２９年１１月２日

但馬銀行 平成３０年１月２５日

商工中金神戸支店 令和元年１２月１９日

兵庫県信用組合協会 令和４年７月１５日

【構成団体】（兵庫働き方改革推進会議の構成団体に加えて）
兵庫県立男女共同参画センター、神戸市、近畿経済産業局、ひょうご

仕事と生活センター、ひょうご産業活性化センターが参加。
＊オブザーバーとして「兵庫働き方改革推進支援センター」が参加。

兵庫県政労使会議（令和７年２月５日開催）

兵庫県との共催により、労働者団体、使用者・経済団体、兵庫県、兵庫労働局の各団体のトップが一堂に会し、賃上げや企業
の収益拡大などによる経済の好循環の実現に向けた議論を行い、オール兵庫で取り組む共同メッセージを発信。



大学・高校における労働法制講義
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年間を通じた「労働法制講義」の実施

これから社会に出て働くことになる若者に対し、労働法制の基礎知識の周知を図ることは、実際の労働場面に
おいて、関係法令の不知による問題事案の発生を未然に防止するとともに、若者の職業についての意識の涵養に
も資することから、大学・短期大学の要請に応じて、幹部職員が大学等に出向き、労働法制講義を実施。

《実績》 ９大学で１１回実施、受講学生数４９０人（令和６年１１月末時点）
  関西学院大学、姫路日ノ本短期大学、関西福祉大学、兵庫県立大学、神戸女子大学、武庫川女子大学、関西国際大学、甲子園短期大学、神戸常盤大学

＊対面講義で行っているが、オンライン講義にも対応している。

兵庫県立大学における連続講座「労働法制度と労働行政の役割」
（令和６年1０月～令和７年１月）全１５回

神戸大学における連続講座「キャリア形成と労働法制度」
（令和６年1２月～令和７年１月）全８回

兵庫県立大学および神戸大学における連続講義では、労働法制の基礎知
識に加えて、企業・社会の現状や、それに対応した労働行政の取組など、
現場で実務に携わる職員が講師となって講議を行い、単日開催の「労働法
制講義」より広範囲で詳細な内容で実施。 令和6年7月16日兵庫県立大学での講義

（講師：局長）
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